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Ⅰ 共通事項
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確定拠出年金
（個人型）

確定給付
企業年金

国 民 年 金 （ 基 礎 年 金 ）

自営業者等 公務員等民間サラリーマン
第２号被保険者

の
被扶養配偶者

2,190万人 (3,766)万人

第１号被保険者第３号被保険者 第２号被保険者等

(7,049万人)

(数値は、注釈のない限り平成18年3月末）

厚生年金保険

（代行部分）

加入員数
468万人

加入員数 3,302万人
旧三共済、旧農林共済を含む

加入員数
530万人
H18.4.1

厚生年金
基金

国民年金基金

加入員数
７3万人

※ 厚生年金基金、確定給付企業年金、適格退職年金及び私学共済年金の加入者は、

確定拠出年金（企業型）にも加入できる。

※ 国民年金基金の加入員は、確定拠出年金（個人型）にも加入できる。

※ 適格退職年金については、平成23年度末までに他の企業年金等に移行。
※ 第２号被保険者等は、被用者年金被保険者のことをいう（第２号被保険者のほか、

65歳以上で老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有する者を含む。）。
※()内の数値は、時点が異なる数値を単純に合計して得られた暫定値。

確定拠出年
金（企業型）

共済年金

加入員数
464万人
H17.3.31

1,092万人

加入者数
450万人
H18.７.1

加入者数
7.0万人

H18.7.31

適格退
職年金

加入者数
567万人

加入者数
199.2万人
H18.7.31

（職域加算部分）

１.年金制度の体系
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２.企業年金等の比較（１）

給付額を保障

事業主 事業主 国民年金基金

厚生年金の被保険者 従業員 自営業者等

１号被保険者

（６０歳未満） 任　意 （６０歳未満）

１口目：終身

２口目～：終身or有期

一時金の選択可能 一時金の選択不可

１口目　　原則３万円

２口目～　原則１万円

任意。規約で定めれば可 任意の脱退なし。脱退一
時金もない。

加算部分：２．５万円
代行部分：３．１万円

確定拠出年金（掛金建て年金） 確定給付型年金（給付建て年金）

国民年金基金制度 企業型 個人型 税制適格年金
（平成24年3月で廃止）

確定給付企業年金
（純粋な企業年金）

厚生年金基金
（厚生年金の一部を代行）

厚生年金基金 企業年金基金又は事業主

基本的なしくみ 掛金額を保障（給付額は、運用成果により決まる） 給付額を保障

厚生年金の被保険者

（７０歳未満）（６０歳未満）

運営主体 国民年金基金連合会

厚生年金の被保険者

（７０歳未満）

５年以上の有期又は終身年金（掛金＋その運用益で年
金化）

老齢給付

(給付)

５年以上の有期又は終身年金

加入者等 【第1号】自営業者等 １
号被保険者

【第2号】他の企業年金
を導入していない企業
の従業員

５年以上の有期又は終身年
金

一時金選択可能 加算部分　一時金の選択可能 一時金の選択可能

規約の定め
（６０歳～６５歳、５０歳～６０歳
の退職者）

（支給開始年齢） １０年以上の加入期間で６０歳

（注）１０年に満たない場合、支給開始年齢を引き延ばし
61歳：８年以上、62歳：６年以上、63歳：４年以上、64歳
２年以上、65歳：１月以上

原則６０歳 原則６５歳

（給付水準） ３．５万円 ５．２万円 ５．４万円 ８．３万円（平均月額）

規約の定め

脱退一時金 原則中途引出しができない（ただし、加入期間３年以内
の場合又は資産が５０万円以下の場合支給可）

３年以上の加入者に支給 ３年以上の加入者に支給

加算部分：半分以上は終身年金

代行部分：終身年金
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２.企業年金等の比較（２）

事業主拠出が原則 本人拠出のみ

加入者拠出も可 加入時年齢、男女別によ
り決まる

６．８万円（月額）

（確定拠出年金個人型と
同枠）

【第2号】１．８万円（月
額）

積立基準なし 積立基準あり

税

制

受託者責任（資産
運用に当たっての
責務）

理事の忠実義務
理事の利益相反行為の
禁止

【第1号】６．８万円（月
額）（国民年金基金と同
枠）

事業主拠出のみ
※加入者の拠出は不可

忠実義務
分散投資義務：積立金を特定の運用方法に集中しない方法に
より運用
利益相反行為の禁止

厚生年金基金
（厚生年金の一部を代行）

確定給付企業年金
（純粋な企業年金）

忠実義務：法令・規約等を遵守し、加入者等のため
に忠実に業務を遂行
利益相反行為の禁止：自己又は加入者等以外の第三
者の利益を図る目的で契約の締結等を行ってはなら
ない。

なし

他の企業年金あり:２．３万円

掛金の拠出限度額 他の企業年金なし:４．６万円 なし なし

本人拠出のみ ・代行部分：免除保険料 事業主拠出が原則

※事業主と加入者が折半 ※加入者拠出も可

・加算部分：多くは事業主の負担 加入者が同意した場合

非課税　※加入者拠出：実質課税（生命保険料控除）

資産の運用・管理 個人別に管理され運営管理機関（金融機関等）から提
示された商品（預貯金、株式等）の中から選択して加入
者が運用を行う

加入者全体の資産をまとめて、制度実施者（企業等）が運用を行う。

積立基準がなく、企業等の追加拠出の必要なし 積立基準があり、積立不足の場合、企業の追加拠出が必要

非課税

掛金

特別法人税課税　　　　　　※加入者拠出分：非課税

特例措置により平成１９年度まで凍結

非課税

拠出時 非課税

運用時 特別法人税課税

特例措置により平成１９年度まで凍結

実質非課税

非課税

年金：公的年金等控除給付時 年金 ：公的年金等控除（標準的な年金額までは非課
税）

一時金：退職所得控除

なし

一時金：退職所得控除

年金：公的年金等控除 年金 ：公的年金等控除　※加入者拠出相当分：非課税

一時金：退職所得控除

国民年金基金制度 企業型 個人型 税制適格年金
（平成24年3月で廃止）

確定拠出年金（掛金建て年金） 確定給付型年金（給付建て年金）
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厚年基金からの移行

＜うち14年度以降：235基金＞

解散基金：396基金(平成18年9月1日)

加入者数：約450万人(平成18年7月1日)

代行返上

将来返上(14.4～)848基金
＜うち過去返上(15.9～)773基金＞

916件(平成18年9月1日) 
件数：1,670件(平成18年9月1日)

確定拠出年金

企業型

個人型

中小企業退職金共済制度

加入者数：276万人(平成18年3月31日)

加入者数：7.0万人(平成18年7月31日)

事業主数：7,298事業主(平成18年8月31日)

＜うち新規導入108件＞

厚生年金基金

確定給付企業年金

加入者数：530万人(平成18年8月1日)
【ピーク時(8年度末):1,883基金】

件数：672基金<単連153、総合519>
(平成18年9月1日) 

適年からの移行

厚生年金基金

(平成18年9月1日)

件数：385,079件

適年からの移行
適格退職年金

受託件数：73,582件（平成14年3月31日）
加入者数：199.2万人(平成18年7月31日)(平成24年3月31日で廃止)

47基金
(平成18年8月31日) 

14年度以降の移行

9,001件(平成18年3月31日)

将来返上後解散
件数：53基金(平成18年9月1日)

3,265事業主
(平成18年8月31日) 

解 散

解 約

加入者数：917万人(平成14年3月31日)

45,090件（平成18年3月31日）

567万人(平成18年3月31日)

件数：1,737基金(平成14年3月31日) 

加入者数：1,087万人(平成14年3月31日)
【ピーク時(9年度末):1,225万人】

規約数：1,993件(平成18年8月31日)

３.企業年金等の状況
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63

平成

元

3

6

9

11

元年改正：完全自動物価ス
ライド方式の導入

６年改正

・可処分所得スライド制の導入

・定額部分の支給開始年齢引
上げ

・厚生年金基金の努力目標水
準の制定

・厚生年金基金連合会の加算
年金通算事業、支払保証制度
の実施

国民年金基金制度発足

・厚生年金基金の免除保険料
率複数化

・厚生年金基金の非継続基準
による財政検証、時価基準に
よる資産評価の導入、5:3:3:2
規制の完全撤廃

・厚生年金基金の免除保険料
率及び最低責任準備金の凍
結

公的年金 企業年金・退職金

昭和

16
19
29

34

36
37

40
41
44
46
48

60

労働者年金保険法制定

厚生年金保険法に改称

２９年改正（全面改正）

・定額、報酬比例の２本建て

・男子６０歳、女子５５歳支給

国民年金法制定（無拠出制）

国民年金制度施行（拠出制）

４０年改正：１万円年金

４４年改正：２万円年金

４８年改正

・物価スライド制、賃金再評

価制度導入、５万円年金

６０年改正：基礎年金の導入

２０年代以降企業において
退職一時金制度が発達

中小企業退職金共済法制
定

特定退職金共済制度発足

適格退職年金制度発足

厚生年金基金制度発足

勤労者財産形成促進法制
定

４.日本の年金・退職金制度の沿革（１）
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16 １６年改正

・保険料水準固定方式の導入

・マクロ経済スライドの導入

・基礎年金国庫負担割合の引
上げ

・積立金の活用

厚生年金基金・確定給付企
業年金の運営の弾力化

・財政検証に係る予定利率の
見直し

・給付減額手続きの明確化
等

・免除保険料率の凍結解除
等

・企業年金のポータビリティ
の確保

・確定拠出年金拠出限度額
引上げ、中途脱退の要件緩
和

公的年金 企業年金・退職金

12

13

14

15

１２年改正

・給付水準の５％適正化

・報酬比例部分の支給開始
年齢引上げ

確定給付企業年金法制定

確定拠出年金法制定

→ 受給権の保護、労働移
動に対するより柔軟な対応、
制度選択の幅の拡大

代行返上（将来期間分）開
始

厚生年金基金の運営の弾
力化（キャッシュバランスプ
ランの導入等）

厚生年金基金の運営の弾
力化

・積立水準の回復計画の期間
延長等

代行返上（過去期間分）開
始

４.日本の年金・退職金制度の沿革（２）
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Ⅱ 確定拠出年金制度
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○確定拠出年金は、拠出された掛金が個人ごとに明確に区分され、掛金とその運用収益との合計額をもとに給付額
が決定される年金。年金資産の運用は加入者自らが行う。（平成１３年１０月施行）

○加入者の転職等の際には、転職先の制度に年金資産の移換（ポータビリティ）ができる。

○企業ごとに実施する企業型年金と、国民年金基金連合会が実施し個人単位で加入する個人型年金がある。

＜特 徴＞
○ 自己責任（運用方法を各加入者が決める）

○ 個人毎に資産管理（年金資産が個人毎に管理されるので、各加入者が残高を把握できる。）

○ ポータビリティ（労働移動が頻繁に行われる業種の人にも年金の確保が可能）

○ 企業負担の軽減（経済情勢などの不確定要素に関わりなく、将来の掛金負担の予測が容易）

確定給付型年金 確定拠出型年金

運用の主体 企業などが運用方法を決定 個々の加入者が運用方法を決定

資産の管理 資産を一括して管理 個人ごとに資産を管理

年 金 額 企業などが将来の年金額を約束
企業などは年金額を約束せず、運
用収益によって額が決定

確定給付型年金・確定拠出型年金の比較表

１.確定拠出年金制度の概要


